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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人電池工業会（BAJ）及び一般財

団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を添えて日本産業規格を制定すべきとの申出があり，日

本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本産業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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日本産業規格          JIS 
 D 5306：2021 
 

アイドリングストップ車用鉛蓄電池 

Lead-acid batteries for vehicles with stop and start system 

 
序文 

この規格は，2019 年に第 1 版として発行された IEC 60095-6 を基とし，国内市場に広く流通している，

アイドリングストップシステムを備えた自動車（以下，アイドリングストップ車という。）に適合させるた

め技術的内容を変更して作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は，対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて，附属書 JD に示す。また，附属書 JA～附属書 JC は対応国際規格には

ない事項である。 

 

1 適用範囲 

この規格は，アイドリングストップ車の内燃機関の始動，点灯，点火などに使用する公称電圧が 12 V の

鉛蓄電池（以下，蓄電池という。）について規定する。ただし，VRLA 電池（制御弁式鉛蓄電池）には適用

しない。 

注記 1 この規格で規定する自動車とは，JIS D 0101 に規定する乗用車などのことを指し，宅配車，

タクシー，バスなどの業務用途を目的とした商用車は含まない。 

注記 2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

IEC 60095-6:2019，Lead-acid starter batteries－Part 6: Batteries for micro-cycle applications（MOD） 

なお，対応の程度を表す記号“MOD”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“修正している”

ことを示す。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格のうちで，西暦年を付記してあるものは，記載の年の版を適用し，その後の改正版（追補を含む。）

は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS B 7414 ガラス製温度計 

JIS B 7507 ノギス 

JIS B 7525-1 浮ひょう－第 1 部：密度浮ひょう 

JIS C 1102-2 直動式指示電気計器 第 2 部：電流計及び電圧計に対する要求事項 

JIS D 5301:2019 始動用鉛蓄電池 

JIS K 6999 プラスチック－プラスチック製品の識別及び表示 

 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，次による。 


